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12月　28日

都道府県医師会

　社会保険担当理事殿

日本医師会常任理事

　　　鈴　木　邦　彦

国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する

　法律施行規則の一部を改正する省令等の施行について

　先般、「新成長戦略」において、アジアの富裕層等を対象とした健診、治療等の医療

及び関連サービスを観光とも連携して促進していくとの国家戦略が掲げられ、その実

現のための施策の一つとして、r医療滞在ビザ」を創設することが閣議決定されたとこ

ろですが、これを踏まえ、2011年1月から「医療滞在ビザ」の運用が開始されること

となりました。

　しかしながら、入国当初から医療を受ける活動を目的として滞在する外国人につい

ては、当該外国人が納付することとなる保険料（税）に比して、当該外国人が受ける

保険給付の額が多額となることが明らかであり、公的医療保険制度の適用対象になじ

まないことから、今般、これらの者を国民健康保険及び後期高齢者医療制度の適用除

外とする関係法令の改正が行われましたので、お知らせ申し上げます。

　つきましては、今回の改正内容について貴会会員への周知方ご高配賜わりますよう

お願い申し上げます。

（添付資料）

1．官報（平22．12．17　第5460号抜粋）

2．国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を

　　改正する省令等の施行について（平22．12．17　保発1217第1号）
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都道府県知事　殿

厚生労働省保険局長

国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の

　　　　　　　一部を改正する省令等の施行について

　国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正す

る省令（平成22年厚生労働省令第127号。以下r改正省令」という。）が本日公布さ

れ、平成23年1月1日から施行することとされるとともに、国民健康保険法施行規則第

一条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者の一部を改正する告示（平成22

年厚生労働省告示第421号。以下r改正告示」という。）が本日官報に掲載され、改正

省令と併せて適用することとされたところであるが、これらの改正の趣旨及び内容は下記

のとおりであるので、その旨御了知の上、貴都道府県内の市町村（特別区を含む。）、国民

健康保険組合、後期高齢者医療広域連合等への周知徹底を図られたい。

記

第一　改正の趣旨

　国民健康保険及び後期高齢者医療制度においては、適用対象となる外国人は、外国

人登録法（昭和27年法律第125号）に基づく登録を受け、かつ、原則として出入国

管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）の規定による在留資格をもって本邦

に在留する者であって、

①1年以上の在留期間を決定されたもの

②　1年未満の在留期間を決定されたもののうち、客観的な資料により、1年以上滞在

　すると認められるもの

としている。（国民健康保険法施行規則（昭和33年厚生省令第53号。以下「国保則」

という。）第1条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則（平成19年厚生労働



省令第129号。以下r高確則」という。）第9条並びに国民健康保険法施行規則第一

条第一号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者（平成16年厚生労働省告示第2

37号。以下「関係告示」という。））

　今般、平成2年法務省告示第131号（出入国管理及び難民認定法第七条第一項第

二号の規定に基づく同法別表第一の五の表の下欄（二に係る部分に限る。）に掲げる活

動）が改正され、1年以上滞在が可能な「特定活動」の在留資格において、医療を受け

る活動又は当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動等による入国・滞在が可能

となった。

　このように、入国当初から医療を受ける活動を目的として滞在する外国人について

は、当該外国人が納付することとなる保険料（税）に比して、当該外国人が受ける保険

給付の額が多額となることが明らかであり、国民健康保険及び後期高齢者医療制度とい

った公的医療保険制度の適用対象になじまない。

　このため、国保則及び高確則並びに関係告示について、これらの者を国民健康保険及

び後期高齢者医療制度の適用除外とするための改正を行ったものであること。

第二　改正の主な内容

1　国民健康保険関係

第1　国保則の一部改正（改正省令第1条）．

　一　適用除外に関する事項（国保則第1条第2号（新設））

　　　「特定活動」の在留資格で入国・在留する者のうち、医療を受ける活動又は当

　　該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的として入国・在留するも

　　のは、国民健康保険の適用除外としたこと。

　二　資格取得の届出に関する事項（国保則第2条関係）

　　　　「特定活動」の在留資格で入国・在留する者については、資格取得の届出に

　　おいて、その旨及び本邦において行うことができる活動を届書に記載すること

　　　としたこと。（第1項第5号（新設））

　　　また、当該届出の提出の際に、出入国管理及び難民認定法施行規則（昭和5

　　　6年法務省令第54号）第7条第2項に規定する指定書（別添）を提示して行

　　わなければならないこととしたこと。（第3項（新設））

第2　関係告示の一部改正（改正告示）

　　　第1の一に準じ、医療を受ける活動又は当該活動を行う者の日常生活上の世話

　　をする活動を目的として入国・在留する者について、国民健康保険の適用除外と

　　したこと。

II　後期高齢者医療制度関係

第1高確則の一部改正（改正省令第2条）

　　一　適用除外に関する事項（高確則第9条第2号（新設））

　　　　国保則の一部改正に準じた改正を行うこととしたこと。



二　資格取得の届出に関する事項（高確則第10条関係）

　　国保則の一部改正に準じた改正を行うこととしたこと。（第1項第5号及び第

　2項第4号並びに第3項（新設））

第三　施行期日

改正省令及び改正告示は、平成23年1月1日から施行（適用）すること。



別添

別記第七号の四様式

日本国政府法務省

指　　　　定　　　　書

@●

●

氏 名

由 籍
レ

量

　出入国管迎及び難民認定法別表第1の5の表の下欄の規定に基づき上記の

ﾒが本邦において行うことができる活動を次のとおり指定します．，

・

’

レ　　　」　　　　　　　　　．

●

●

日　　本　　国　　法　　務　　大 臣

（注）用紙の大きさは，日本工業規格A列5番又はA列6番とする．
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一
一
一
年
厚
生
省
令
第
五
十
一
一
一
号
）
　
抄

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改
　
　
　
　
正
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
正
　
　
　
　
前

（
法
第
六
条
第
十
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
法
第
六
条
第
十
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
一
条
　
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」

第
一
条
　
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
六
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次

と
い
う
。
）
第
六
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

一
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め

る
在
留
資
格
（
以
下
単
に
「
在
留
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
し
な
い
も
の
（
入

る
在
留
資
格
（
以
下
単
に
「
在
留
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
し
な
い
も
の
（
入

管
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
（

管
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
（

出
生
の
事
由
に
よ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る

出
生
の
事
由
に
よ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る

者
の
子
に
、
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
既
に
被
保
険
者
の
資

者
の
子
に
、
そ
の
他
の
事
由
に
よ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
既
に
被
保
険
者
の
資

格
を
取
得
し
て
い
る
者
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
日
本
国
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
格
を
取
得
し
て
い
る
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
日
本
国
と
の

の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す

平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る

る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
を
除
く
。

特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
を
除
く
。
）

）
又
は
在
留
資
格
を
も
つ
て
本
邦
に
在
留
す
る
者
で
一
年
未
満
の
在
留
期
間
を

又
は
在
留
資
格
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
す
る
者
で
一
年
未
満
の
在
留
期
間
を
決

決
定
さ
れ
た
も
の
（
既
に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
及
び
厚
生
労

定
さ
れ
た
も
の
（
既
に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
及
び
厚
生
労
働

働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
を
除
く
。
）

大
臣
が
別
に
定
め
る
者
を
除
く
。
）

二
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
入
管
法
別
表
第
一
の
五
の
表
の
下

（
新
設
）



欄
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
し
疾
病
又
は
傷
害
に
つ
い

て
医
療
を
受
け
る
活
動
を
行
う
も
の
及
び
当
該
入
院
の
前
後
に
当
該
疾
病
又
は

傷
害
に
つ
い
て
継
続
し
て
医
療
を
受
け
る
活
動
を
行
う
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の

者
の
日
常
生
活
上
の
世
話
を
す
る
活
動
を
行
う
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を

除
く
。
）

三
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
前
二

　
号
に
該
当
す
る
者
及
び
入
管
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
本
邦
に
在
留

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）

四
　
　
（
略
）

　
（
資
格
取
得
の
届
出
）

第
二
条
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
被
保
険
者
の
資
格

　
を
取
得
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
は
、
十
四
日

　
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
一
～
四
　
　
（
略
）

五
　
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
が
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ

て
、
入
管
法
別
表
第
一
の
五
の
表
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

る
活
動

（
略
）

そ
の
旨
及
び
本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き

23

第
一
項
第
五
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
届
出
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難

民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
第
七
条
第
二
項

に
規
定
す
る
指
定
書
を
提
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
前
号

　
に
該
当
す
る
者
及
び
入
管
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
本
邦
に
在
留
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）

三
　
　
（
略
）

　
（
資
格
取
得
の
届
出
）

第
二
条
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
被
保
険
者
の
資
格

　
を
取
得
し
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
は
、
十
四
日

　
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
市
町
村
に
提
出
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
一
～
四
　
　
（
略
）

（
新
設
）

2
　
　
（
略
）

（
新
設
）



◎
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
　
抄

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

　
（
法
弟
五
十
一
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
九
条
　
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る

　
者
と
す
る
。

　
一
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

　
　
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め

　
　
る
在
留
資
格
（
以
下
「
在
留
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
し
な
い
も
の
（
入
管
法

　
　
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
出
生

　
　
の
事
由
に
よ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
被
保
険
者
（
法
第
五
十
条
に
規
定
す
る
被

　
　
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
の
子
に
、
そ
の

　
　
他
の
事
由
に
よ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
既
に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
て
い

　
　
る
者
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基

　
　
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成

　
　
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
を
除
く
。
）
又
は
在
留
資
格

　
　
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
す
る
者
で
一
年
未
満
の
在
留
期
間
を
決
定
さ
れ
た
も
の

　
　
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第

　
　
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
を
除
く
。
）

二
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
入
管
法
別
表
第
一
の
五
の
表
の
下

欄
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
し
疾
病
又
は
傷
害
に
つ
い

て
医
療
を
受
け
る
活
動
を
行
う
も
の
及
び
当
該
入
院
の
前
後
に
当
該
疾
病
又
は

改

正

せ目IJ

　
（
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
九
条
　
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、

　
者
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る

一
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（

　
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め

　
る
在
留
資
格
（
以
下
「
在
留
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
し
な
い
も
の
（
入
管
法

　
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
本
邦
に
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
出
生

　
の
事
由
に
よ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
被
保
険
者
（
法
第
五
十
条
に
規
定
す
る
被

　
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
資
格
を
取
得
し
て
い
る
者
の
子
に
、
そ
の

　
他
の
事
由
に
よ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
既
に
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
て
い

　
る
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ

　
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三

　
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
を
除
く
。
）
又
は
在
留
資
格
を

　
も
っ
て
本
邦
に
在
留
す
る
者
で
一
年
未
満
の
在
留
期
間
を
決
定
さ
れ
た
も
の
（

　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
一

　
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
を
除
く
。
）

（
新
設
）



傷
害
に
つ
い
て
継
続
し
て
医
療
を
受
け
る
活
動
を
行
う
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の

者
の
日
常
生
活
上
の
世
話
を
す
る
活
動
を
行
う
も
の
（
前
号
に
該
当
す
る
者
を

．
除
く
。
）

三
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
前
二

　
号
に
該
当
す
る
者
及
び
入
管
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
本
邦
に
在
留

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）

四
・
五
　
　
（
略
）

　
（
資
格
取
得
の
届
出
等
）

第
十
条
　
七
十
五
歳
に
達
し
た
た
め
、
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
は
、
十
四

　
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

　
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
～
四
　
　
（
略
）

五
　
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
が
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ

て
、
入
管
法
別
表
第
一
の
五
の
表
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
も

　
　
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
及
び
本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き

　
　
る
活
動

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
又

　
は
法
第
五
十
五
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
く
な

　
つ
た
た
め
、
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
は
、
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ

　
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
一
～
三
　
　
（
略
）

四
　
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
が
、
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ

て
、
入
管
法
別
表
第
一
の
五
の
表
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
も

二
　
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
な
い
も
の
（
前
号

　
に
該
当
す
る
者
及
び
入
管
法
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
よ
り
本
邦
に
在
留
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
者
を
除
く
。
）

三
・
四
　
　
（
略
）

　
（
資
格
取
得
の
届
出
等
）

第
十
条
　
七
十
五
歳
に
達
し
た
た
め
、
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
は
、
十
四

　
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

　
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
～
四
　
　
（
略
）

（
新
設
）

2
　
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
又

　
は
法
第
五
十
五
条
第
一
項
本
文
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
く
な

　
つ
た
た
め
、
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
者
は
、
十
四
日
以
内
に
、
次
に
掲
げ

　
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
提
出
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
一
～
三
　
　
（
略
）

（
新
設
）



の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

る
活
動

そ
の
旨
及
び
本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き

3

第
一
項
第
五
号
又
は
前
項
第
四
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
書
の
提
出
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
六
年

法
務
省
令
第
五
十
四
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
書
を
提
示
し
て
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）



新
　
旧
　
対
　
照
　
条
　
文

◎
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
三
十
七
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改
　
　
　
　
正
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
正
　
　
　
　
前

　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
一
条
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
に
定
め
る
在
留
資
格
（
以
下
単
に
「
在
留
資
格
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
上
欄
に
掲
げ
る
在
留
資
格
に
応
じ
、
下
欄
に
掲
げ
る
資
料
に
よ
り
、
当
該
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
期
間
の
始
期
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
上
滞
在
す
る
と
認
め

ら
れ
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
特
定
活
動
の
在
留
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、

平
成
二
年
法
務
省
告
示
第
百
三
十
一
号
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
弟
七
条
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
同
法
別
表
第
一
の
五
の
表
の
下
欄
（
二
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）

に
掲
げ
る
活
動
）
第
二
十
五
号
及
び
第
二
十
六
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行

う
者
を
除
く
。

在
留
資
格

資
料

在
留
資
格

資
料

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

特
定
活
動

活
動
の
内
容
及
び
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
資
料

特
定
活
動

活
動
の
内
容
及
び
期
間
を
明
ら
か
に
す
る
資
料


